
 

平成 29 年５月 19 日 

 

株主各位 

 

山口県下関市細江町二丁目２番１号 

株 式 会 社 原  弘  産 

代表取締役社長 岡本 貴文 

 

招集通知記載事項の一部訂正について 

 

平成 29 年５月 10 日付でご送付申し上げました当社「第 31 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項

に一部誤りがありましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただ

きます。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

訂正内容 
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（単位：百万円） 

区    分 営業収益 構成比 

不 動 産 分 譲 事 業 69,397 8.4％

不 動 産 賃 貸 管 理 事 業 758,200 91.6％

合 計 827,597 100.0％

 

（単位：千円） 
 

区    分 営業収益 構成比 

不 動 産 分 譲 事 業 69,397 8.4％

不 動 産 賃 貸 管 理 事 業 758,200 91.6％

合 計 827,597 100.0％
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２．資本金の額の減少の要領 

（訂正前） 

 会社法第 447 条第 1項及び第 448 条第 1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、その他資本

剰余金に減少する額の全額を振り替えるものであります。 

 

（訂正後） 

 会社法第 447 条第 1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に減少する額

の全額を振り替えるものであります。 
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４．資本金の額の減少及び剰余金の処分に関する日程 

（訂正前） 

(1) 取締役会決議      平成 29 年４月 21 日 

(2) 株主総会決議      平成 29 年５月 26 日（予定） 

(3) 債権者異議申述公告   平成 29 年５月 29 日（予定） 

(4) 債権者異議申述最終期日 平成 29 年６月 30 日（予定） 

(5) 効力発生日       平成 29 年７月 10 日（予定） 

 

（訂正後） 

(1) 取締役会決議      平成 29 年４月 21 日 

(2) 株主総会決議      平成 29 年５月 26 日（予定） 

(3) 債権者異議申述公告   平成 29 年５月 29 日（予定） 

(4) 債権者異議申述最終期日 平成 29 年６月 29 日（予定） 

(5) 効力発生日       平成 29 年７月 10 日（予定） 

 

以 上 


